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は じ めに

アイ ル ラ ン ドは地理的には大 ブ リ テ ン島の西方 にあ り、 ブ リ テ ン諸島の一角 を占め、

ヨーロ ッパの北東隅に位置 し てい る。 かつ、 こ の島は、 12世紀の半ばに、 時のイ ング

ラ ン ド王ヘ ンリ 2 世がロ ーマ教皇ハ ド リ アヌ ス 4 世か ら その領有権を認め られて以来、

イ ングラ ン ド王領で あ っ た。 こ のよ う に地理的 に も歴史的 に も、 アイ ル ラ ン ドはま ご

う こ と な く 「旧世界」 に属している。 しかし同時に、 16世紀から17世紀にかけて、 こ

の島には、 当時のイ ングラ ン ド人 に と っ て蓄財 と 出世のチ ャ ンスがこ ろ がる、 いわば

北米大陸と同様の 「新世界」 と し ての側面 も備えていた。 いわば、 「旧き新世界」 と

で も い う べき 島、 それが近世初期のアイ ル ラ ン ド で あ っ た。 そ し て、 じ っ さ いにその

チ ャ ンスを最大限に利用 し て、 ほと ん ど文無 し の状態で アイ ルラ ン ドに渡 り なが ら、

ブリ テ ン諸島随一の資産 を誇 る大貴族と し て生涯を終え るこ と にな る人物がいた。 初

代 コ ーク伯 リ チ ヤー ド ・ ボイ ルであ る。 では、 アイ ルラ ン ドの 「旧 き新世界」 と し て

のア ン ビヴ アレ ン ト な特性は、 こ の成り 上がり 貴族の家系意識にいかに作用 し たであ

ろ う か。 こ れを明 らかにす るのがこ こ で の課題で ある。 

1 . 「旧 き新世界」 アイ ルラ ン ド

12世紀以来イ ングラ ン ド王の領土で あ った と はいえ、 16世紀の初めのアイ ルラ ン ド

にあ っては、 王領と は名ばかり のもので あり、 こ の島は実質的には軍閥が跋扈する世

界と化 し ていた。 すなわち、 アイ ルラ ン ド先住のゲール系有力氏族の長、 そし て、 12 

世紀後半か ら13世紀にかけて アイ ルラ ン ド に侵攻 ・ 定着 し てい ったイ ングラ ン ド系大

領主 こ ち らは 「 アイ ル ラ ン ド人 よ り も アイ ル ラ ン ド人的」 な 「堕落 し たイ ングラ ン

ド人」 な ど と 呼ばれる よ う にな って い く 、 その両者が と も に、 も と は ス コ ッ ト ラ ン

ドか ら入 ってき た 「 ギ ヤロ ウグラ ス」 と 呼ばれる軍事専門集団 を雇 って、 中小の領主

を支配下に置き、 イ ングラ ン ド王権から独立 し た地域支配権を確立 し、 軍閥化 し てい

たので あ る。 そのため、 イ ングラ ン ド王の代理で あ る ダ ブ リ ン総督 を通 し て、 国王 の
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威令が直接及んだのは、 ダ ブ リ ン周辺の 「ペイ ル」 (柵) と 呼ばれた地域に限 ら れて

いた。 アイ ルラ ン ドの大部分 を成す 「ペイ ル」 の外は軍閥割拠状態だ ったので ある。

こ のよ う な アイ ル ラ ン ド に対 し て、 イ ングラ ン ド のテ ュ ー ダ一王権は、 1540年 こ ろ

か ら本格的 な 「改革」 を企て る よ う にな る。 その日的は、 アイ ル ラ ン ド におけ る イ ン

グラ ン ド王権の一元的支配の確立である。 そのためには、 軍閥を取 り 込み、 かつこ れ

を解体する必要があ った。 王権は硬軟両方の手段を使い分けながら、 こ の目的の達成

を目指してい く 。 交渉と説得が柔軟な手段であり、 具体的には後世の歴史家が名づけ

た と こ ろの 「譲渡 と 再授封」 (')、 地方長官 ・ 評議会制度の導入(2)、 「 コ ン ポ ジ シ ョ ン」 (3) 

な どがある。 一方、 強硬な手段とはすなわち強権発動であり、 反乱鎮圧、 土地の収公 ・ 

再分配 そ し てイ ングラ ン ド人の入植 と い う かた ち を と った。 「改革」 は部分的には進

んだ ものの、 あち らこ ち らで頑強な抵抗も招き、 結局、 最終的には、 北部 アルスタ地

方のゲール系軍閥連合の反乱= 「九年戦争」 (1594-1603年) の末に、 軍事的な 「再

征服」 によ って、 多大な時間 と膨大な人的 ・ 物的資源を費やし た う えに、 「改革」 の

日的はひと まず達成 さ れるこ と と な った。

と こ ろで、 先に強硬手段と し て挙げた土地の収公 ・ 再分配 ・ 入植一 こ れら を合わせ

て、 「植民」 と 呼ぶこ と にする一であるが、 こ れには大き く 3 種類あ った。 国家事業

と し ての 「植民」、 国家の公認のも と に私的事業者が行 った 「植民」、 そして も っと小

規模かつ散在的な性格のものであるが、 こ れも国家公認の私的活動 と し て行われた隠

匿地摘発である。

こ れ らの 「植民」 は、 テ ュ ーダ一王権によ る アイ ル ラ ン ド 「改革」 の手段で あ っ た

が、 同時 に、 イ ングラ ン ド の没落エ リ ー ト 、 あ るいは成 り 上 がり 志向のノ ン ・ エ リ ー

ト に と っては、 土地の取得 ・ 蓄財の手段で もあ った。 近世初期のアイ ルラ ン ドが 「新

世界」 で あ った と い う のは、 こ の意味にお いて で あ っ た。 じ っ さ い同時期に北米植民

を試 みたイ ン グラ ン ド西部 の ジ ェ ン ト リ た ち、 た と えば リ チ ヤー ド ・ グレ ンヴ イル、

ハ ン フ リ ・ ギルバー ト 、 ウ オル タ ・ ロ ー リ な どは、 アイ ル ラ ン ド で の 「植民」 に も深

く 関与 し ている。 つま り、 ヨーロ ッパのなかにあり、 12世紀以来イ ングラ ン ド王領で

あ った と い う 点では 「旧世界」 であ るけれど も、 一旗揚げよ う と い う 16世紀イ ングラ

ン ド人 に と ってはま さ し く 「新世界」 だ ったので あ る(4)。 

2 . リ チ ヤー ド ・ ボイ ルの蓄財

16世紀のテ ュ ー ダ一朝のアイ ルラ ン ド再征服は、 その結果 と し て 3 種類のエ リ ー ト

を アイ ルラ ン ドに成立 さ せた。 すなわち、 先住のゲール系 で ある 「 オール ド ・ アイ リ ッ

シュ」、 中世以来のイ ングラ ン ド系 で あ る 「 オール ド ・ イ ングリ ッ シュ」、 そ し て16世
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紀半ば以降 に流入 ・ 入植 し た新参のイ ングラ ン ド系 「ニ ュ ー ・ イ ングリ ッ シ ュ」 で あ

る。 アイ ル ラ ン ドが 「新世界」 で あ っ たのは、 い う ま で も な く こ の第 3 の新参エ リ ー

ト、 「 ニ ュ ー ・ イ ン グリ ッ シュ」 に と っ て で あ っ た こ と はい う ま で も な い。 なかで も

「新世界」 た る側面 を最大限に利用 し た 「ニ ュー ・ イ ングリ ッ シュ」 の代表格と も い

え る人物、 それが リ チ ヤー ド ・ ボイ ル (1566-1643年 ) で あ る。 イ ングラ ン ド ・ ケ ン

ト 州 カ ンタ ベ リ生ま れのかれが、 1588年 にアイ ルラ ン ド に渡来 し た さ いに所持 し て い

た金は、 わずかに27ポ ン ド ほ どだ っ た と い う 。 それ力 晩年 には、 地代年収20,000ポ ン

ド と いう ブリ テ ン諸島随一の大地主に し て、 コ ーク伯爵を授爵 し、 ロ ン ド ンでチ ヤー 

ルズ 1 世の枢密顧問官 と も な って いた。 ま さ し く 立志伝中の人物で ある(5)。

リ チ ヤー ド がこ こ ま で成 り 上がる には、 も ちろ ん相当の悪事 を働いて いるこ と はい

う ま で も ない。 かれが有す る こ と にな る資産は、 その出自で分類する と大 き く 3 つに

分け る こ と がで き る。 第一 に、 最初の妻 ジ ョ オ ン ・ ア プ ス リ と の結婚 を通 じ て得た ア

プス リ家の土地、 第二に、 ヴ ァー ジニ ア植民で有名であ るが、 アイ ルラ ン ド 「植民」

に も深 く 関与 し て いた ウ オル タ ・ ロ ー リ か ら安値で買 いたたいた マ ンス タ 地方の広大

な土地、 第三に、 隠匿地摘発で得た土地である。 こ の三番日にあげた ものが、 じつは

リ チ ヤー ドのアイ ルラ ン ド におけ る蓄財の第一歩であ り、 し か も、 中央 ( ダ ブ リ ン総

督府) の役人 と 結託 し て、 き わめて不正 なかた ちで取得 し た もので あ った(6)。 

3 . リ チ ヤー ド ・ ボイ ルの家系意識

い く ら資産 を蓄えて も、 それだけでは、 ただの成 り上がり 者にすぎない。 エ リ ー ト、

すな わ ち ジ ェ ン ト ルマ ンと みな さ れる、 ま し て は貴族に叙せ ら れるほ どの社会的上昇

は達成でき ない。 当時社会的上昇に必要なのは、 なんと い って も家柄であ った。 出自

の卑 し い も のに と っ ては泣 き どこ ろ で あ ろ う。 こ の弱みを克服す る も っ と も近道は、

家柄の高い家系 の縁戚にな る こ と で あ っ た。 じ っ さ い、 リ チ ヤー ドはあの手 こ の手 を

駆使し て縁戚づ く り に励んでいる。 まず、 自 らの結婚だが、 最初の妻 ジ ョ オ ンが亡 く

な っ た あ と 、 かれはキ ヤサリ ン ・ フ ェ ン ト ン と 再婚 し た。 こ のキ ヤサ リ ンは、 アイ ル

ラ ン ド総督公設秘書官長 (国務卿) を長年務め、 隠匿地摘発で も要と なる官職を保有

す る中央 の高官 サー ・ ジ ェ フ リ ・ フ ェ ン ト ンの娘 で あ っ た。 リ チ ヤー ド は アイ ル ラ ン

ドに渡 ったあと、 こ の人物に近付いてパ ト ロ ンと するこ と に成功 し、 隠匿地摘発で も

結託 し ていた。 そのパ ト ロ ンの娘 を後添え と し て得るこ と にな ったのである。 ま た フ ェ

ン ト ン家は、 チ ヤールズ 1 世の有力廷臣で大法官、 大蔵卿を歴任するサー ・ リ チ ヤー 

ド ・ ウ ェ ス ト ン と も縁戚関係 にあ り、 リ チ ヤー ドは妻 を通 し て イ ングラ ン ド のエ リ ー 

ト一族 と のつ ながり を も誇示 でき る こ と にな った。 
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も っ と もわが身は一つ し かないので あるか ら、 自身の結婚によ る縁戚づ く り には限

り があ る。 そ こ でかれが利用 し たのは、 自分の娘 た ちで あ った。 かれは生涯に 8 人 の

娘 を も う け て い るが、 アイ ル ラ ン ド におけ る縁戚作 り に限 って い う と、 二女のサラ は

メ リ フ オ ン ト の ムア男爵 (の ち ド ロ ーイ ダ子爵 ) の息子 ト マ ス ・ ムア に、 五女 のキ ヤ

サ リ ンは ダ ブ リ ン大主教 ト マ ス ・ ジ ョ ー ンズの孫 で、 ラ ニ ラ 子爵 ロ ジ ヤー ・ ジ ョ ー ン

ズの息子 ア ーサー ・ ジ ョ ー ンズに、 六女 の ド ロ シ イは ア ーマ ー と ダ ブ リ ンの大主教 を

務めたアイ ルラ ン ド国教会の大物 ア ダム ・ ロ フ タ スの孫で、 1636年 にアイ ルラ ン ド大

蔵卿 と な る サー ・ ア ダ ム ・ ロ フ タ スの息子 ア ーサー ・ ロ フ タ スに嫁がせた。 こ れ ら は

いず れ も、 自 ら と 同 じ 「ニ ュ ー ・ イ ング リ ッ シ ュ」 で あ るが、 アイ ル ラ ン ド におけ る

名家の地位を確立 し ていた家系である。

し か し、 興味深いのは、 む し ろ長女 ア リ ス と 四女 ジ ョ オ ンのケ ー スで あ ろ う。 ア リ

スはパ リ モ ア子爵 (の ち伯爵 ) デイ ヴ イ ド ・ フ イ ツツ デイ ヴ イ ド に、 ジ ョ オ ンはな ん

と 第16代キルデア伯爵 ジ ョ ー ジ ・ フ イ ツツ ジ ェ ラ ル ド に嫁いで い る。 こ の両家はいず

れ も中世以来の 「 オール ド ・ イ ン グリ ッ シュ」 で、 と く に後者のキルデア伯家は、 イ

ングラ ン ド系三大貴族のひと つに数え られる名門中の名門である。 同家の長は15世紀

末から16世紀初めにかけてはアイ ルラ ン ド総督職をほぼ独占的に歴任 し てお り、 1534 

年 にヘ ンリ 8 世に対する反乱 をおこ し て一時取 り潰 し の憂 き目にあ った ものの、 のち

にメ ア リ 1 世に許 さ れて家門 を復興 し ていた。 では、 なぜ、 こ のよ う な名家名門が、

かれ らか ら みれば素性のはなはだ怪 し い リ チ ヤー ド ・ ボイ ルの娘 な ど と の婚姻 を受け

入れたので あろ う か。 それはひと え に、 かれらが経済的に逼迫 し て大借金 を背負 って

いたか らにほかな らない。 金持ちの成り上がり の娘 と、 経済的に逼迫し た名門の息子
マ リ ッ ジ ・ ア ・ ラ ・ モ ー ド

の結婚、 かの有名な18世紀イ ギリ スの風刺版画家ホガー スが描 く 「当世風結婚」 の世

界を彷彿 させる光景である。

では、 リ チ ヤー ド にと っては、 パ リ モ ア子爵家やキルデア伯爵家 と い った 「 オール

ド ・ イ ング リ ッ シ ュ」 と 縁戚 に な る こ と に どのよ う な意味があ っ たのだ ろ う か。

そ も そ も、 「 ニ ュ ー ・ イ ン グ リ ッ シ ュ」 に と っ て の 「新世界」 で あ る アイ ル ラ ン ド

にお いて、 「 オール ド ・ イ ングリ ッ シュ」 は、 排除 し、 その富 を奪 う べき邪魔 な存在

のはず で あ る。 「 ニ ュ ー ・ イ ン グ リ ッ シ ュ」 の リ チ ヤー ド ・ ボイ ルが、 そ う し た先住

民 と 縁戚関係 を結ぶ必要性はい っ たい どこ にあ っ たのか。 それは、 やは り その家柄の

古 さ、 伝統に こ そあ っ た。 ムア家、 ジ ョ ー ンズ家、 ロ フ タ ス家 も 「ニ ュ ー ・ イ ン グ リ ッ

シュ」 のなかではそれな り に名家 で あ る。 し か し、 かれらはアイ ル ラ ン ド に定着 し て、

たかだかま だ三代日 ほ どにすぎなか っ た。 パ リ モ ア子爵家やキルデア伯爵家 と は比べ

るべ く も ないので ある。 出自の卑 し い リ チ ヤー ドにすれば、 「ニ ュ ー ・ イ ングリ ッ シュ」
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の名家 と の縁戚作り も大事であ ったろ う が、 それ以上に、 中世以来の 「オール ド ・ イ

ングリ ッ シュ」 の名門 と 縁戚関係 を築 く 方が、 その弱みを克服す る点では るかに重要

だ っ たので あ ろ う。

しか し、 そ も そ も 「新世界」 で ある地において、 入植者がその伝統のな さ を恥 じ て、

先住民 と縁戚関係 を作 ら なければな ら ない と い う のは、 考えてみる と 奇妙 なこ と であ

る。 北米 で こ のよ う な こ と は絶対 にあり え なか っ たで あ ろ う。 こ れはま さ し く 、 「旧

世界」 と 「新世界」 両方の顔 を もつアイ ルラ ン ドであればこ そ起こ る話だ ったのであ

る。 

<註>
(1) 「譲渡と再授封」 surrender and regrant : ゲールの族長にアイ ルラ ン ドにおける王の主権を認

め さ せ る と と も に、 王はかれ ら を貴族 に叙 し た。 同時 に、 一族の有資格者のなかか ら族内の

推挙で継承者 を決める ゲール的制度 イ ングラ ン ド人はこ れを 「 タ ニ ス ト リ」 tanistry と 呼

んだが、 tanist= tanaiste と はゲール語で第二位の者 と い う 意味で、 族長存命中か ら、 後継者

争 いを避け るために、 次期族長候補に族長から指名 さ れていた者 を指す一 を廃 し て、 イ ング

ラ ン ド的長子相続制度を受容 させ、 その領地支配を安堵 した。

(2) 地方長官 ・ 評議会制度 provincial presidency and council : 総督府のあ る ダブリ ンから遠隔の

地方に、 国王役人を長官と して派遺し、 当該地方を統括させよ う と し た。 地方長官には、 軍

閥の勝手な行動 を抑制 し う るだけの手兵がつけ られた。 ただ し、 一方的に抑えつけ るだけで

は、 軍閥 も収ま らないので、 軍閥を地方評議会のメ ンバーに取り込み、 地方長官を補佐させ

て、 当該地方の統治の責任 を分担 さ せよ う と し た。 中央から派遺さ れる長官 と現地の実力者

で構成 さ れる評議会を両輪に、 地方の平和 (法と秩序) を実現する と いう のが、 こ の制度導

入 の狙 いで あ っ た。

(3) 「 コ ンポ ジシ ョ ン」 composition : 軍閥は、 その私兵団維持のために、 支配下の住民に恣意的

に物資 を徴発す る権利や、 兵士 を民家に宿営さ せる権利 を有 し た。 こ れをイ ングラ ン ド人は

ゲールの慣習的権利で あ り 、 悪弊 と みて 「 コ イ ンと リ ヴ ァ リ」 coyne and livery と 呼んだ。

こ の軍閥の有し た恣意的な慣習的権利を廃して、 代わり に地域住民には、 地方長官の手兵を

維持でき るだけの納税を定期的に課すと い う仕組み。

(4) 以上、 詳 し く は、 拙著 『「王国」 と 「植民地」 一近世イ ギリ ス帝国のなかのアイ ルラ ン ド』

(思文閣出版、 2002) 第 1 部 「 テューダ一朝のアイ ルラ ン ド再征服」 を参照のこ と。

(5) も っ と も、 わが国では リ チ ヤー ド ・ ボイ ルその人 を知 る人 は多 く はあ るま い。 む し ろ 「 ボイ

ルの法則」 -一定温度にある一定量の気体の体積は圧力に反比例する と い う一で知 られる化

学者ロバー ト ・ ボイ ルの父親 と紹介 し た方が通 り はよかろ う。

(6) 隠匿地摘発の手続き、 な ら びにボイ ルによ る不正 につ いて詳 し く は、 拙稿 「 あ る アイ ルラ ン
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ド貴族の成り上がり人生 近世イ ングラ ン ド人の旧き 『旧世界』」、 川北稔 ・ 指昭博編 『周縁

からのま な ざし も う ひと つのイ ギリ ス近代』 (山川出版社、 2000)、 150 153頁を参照のこ

と 
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